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(57)【要約】
【課題】有権者在住の指定投票所まで出向くことなく在
住地域外の場所からでも選挙投票を行うことができ、か
つ、選挙投票の公正性を実効的に担保することができる
電子投票システム等を提供する。
【解決手段】携帯電話機２０から投票のアクセスを受け
た選挙管理サーバ１０は、確認部１４により、携帯電話
機２０からの個人識別情報とユーザデータベース４１内
の個人識別情報とを照合してユーザ本人確認を行い、該
確認で得られたユーザデータと住基データベース３１内
の住宅基本台帳とを照合して有権者確認を行う。また、
選挙管理サーバ１０は、生成部１５により、上記両確認
が成功したアクセスに対し投票用暗証番号１００を生成
して施設端末５０へ送信し、受付部１６により、投票用
暗証番号１００とともに入力された投票を受け付ける処
理を行う。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークへ接続して通信を行う機能を有する携帯端末と、選挙における投票の管理
を行う機能を有する選挙管理サーバ端末と、前記選挙管理サーバとネットワーク接続され
公共施設に設置された施設端末と、から構成される電子投票システムであって、
　選挙管理サーバ端末は、
　有権者であるユーザに操作された前記携帯端末からのアクセスを受けてユーザ本人確認
及び有権者確認を行い、投票に必要な投票手続き情報を生成して前記施設端末へ送信し、
前記携帯端末により該投票手続き情報を用いて行われた投票を受け付けることを特徴とす
る電子投票システム。
【請求項２】
　前記選挙管理サーバ端末は、
　前記携帯端末のユーザ情報が格納されたユーザデータベースにアクセスして前記ユーザ
本人確認を行い、住民基本台帳情報が格納された住基データベースにアクセスして前記有
権者確認を行う投票者確認手段と、
　前記投票者確認手段により前記ユーザがユーザ本人であり有権者であることが確認され
たときに前記投票手続き情報を生成して前記施設端末へ送信する手続き情報生成手段と、
　前記手続き情報生成手段により生成された前記投票手続き情報が入力されたときに前記
携帯端末からの投票内容の入力を受け付ける投票受付手段と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の電子投票システム。
【請求項３】
　前記選挙管理サーバ端末は、前記携帯端末から個人識別情報及び公共施設情報を受信し
、
　前記投票者確認手段は、受信した前記個人識別情報と前記ユーザデータベースに格納さ
れた前記ユーザ情報とを参照して前記ユーザ本人確認を行い、前記ユーザ本人確認で得ら
れた前記ユーザ情報と前記住基データベースに格納された前記住民基本台帳情報とを参照
して前記有権者確認を行い、
　前記手続き情報生成手段は、受信した前記公共施設情報に対応する前記施設端末へ前記
投票手続き情報を送信することを特徴とする請求項２に記載の電子投票システム。
【請求項４】
　前記投票受付手段は、前記手続き情報手段により生成された前記投票手続き情報の未入
力状態が所定時間経過したときに該経過以後の投票内容の入力を受け付けないことを特徴
とする請求項２又は３に記載の電子投票システム。
【請求項５】
　前記投票者確認手段は、通信事業者が管理する前記ユーザデータベース及び住民基本台
帳ネットワークシステムにおける前記住基データベースにアクセスすることを特徴とする
請求項２から４のいずれか１項に記載の電子投票システム。
【請求項６】
　ネットワークへ接続して通信を行う機能を有する携帯端末と、選挙における投票の管理
を行う機能を有する選挙管理サーバ端末と、前記選挙管理サーバとネットワーク接続され
公共施設に設置された施設端末と、から構成される電子投票システムにおける選挙管理サ
ーバ端末であって、
　前記携帯端末のユーザ情報が格納されたユーザデータベースにアクセスして前記ユーザ
本人確認を行い、住民基本台帳情報が格納された住基データベースにアクセスして前記有
権者確認を行う投票者確認手段と、
　前記投票者確認手段により前記ユーザがユーザ本人であり有権者であることが確認され
たときに前記投票手続き情報を生成して前記施設端末へ送信する手続き情報生成手段と、
　前記手続き情報生成手段により生成された前記投票手続き情報が入力されたときに前記
携帯端末からの投票内容の入力を受け付ける投票受付手段と、
　を有することを特徴とする選挙管理サーバ端末。
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【請求項７】
　前記選挙管理サーバ端末は、前記携帯端末から個人識別情報及び公共施設情報を受信し
、
　前記投票者確認手段は、受信した前記個人識別情報と前記ユーザデータベースに格納さ
れた前記ユーザ情報とを参照して前記ユーザ本人確認を行い、前記ユーザ本人確認で得ら
れた前記ユーザ情報と前記住基データベースに格納された前記住民基本台帳情報とを参照
して前記有権者確認を行い、
　前記手続き情報生成手段は、受信した前記公共施設情報に対応する前記施設端末へ前記
投票手続き情報を送信することを特徴とする請求項６に記載の選挙管理サーバ端末。
【請求項８】
　前記投票受付手段は、前記手続き情報手段により生成された前記投票手続き情報の未入
力状態が所定時間経過したときに該経過以後の投票内容の入力を受け付けないことを特徴
とする請求項６又は７に記載の選挙管理サーバ端末。
【請求項９】
　前記投票者確認手段は、通信事業者が管理する前記ユーザデータベース及び住民基本台
帳ネットワークシステムにおける前記住基データベースにアクセスすることを特徴とする
請求項６から８のいずれか１項に記載の選挙管理サーバ端末。
【請求項１０】
　ネットワークへ接続して通信を行う機能を有する携帯端末と、選挙における投票の管理
を行う機能を有する選挙管理サーバ端末と、前記選挙管理サーバとネットワーク接続され
公共施設に設置された施設端末と、から構成される電子投票システムにおける電子投票方
法であって、
　選挙管理サーバ端末において、
　有権者であるユーザに操作された前記携帯端末からのアクセスを受けてユーザ本人確認
及び有権者確認を行い、投票に必要な投票手続き情報を生成して前記施設端末へ送信し、
前記携帯端末により該投票手続き情報を用いて行われた投票を受け付けることを特徴とす
る電子投票方法。
【請求項１１】
　前記選挙管理サーバ端末において、
　前記携帯端末のユーザ情報が格納されたユーザデータベースにアクセスして前記ユーザ
本人確認を行い、住民基本台帳情報が格納された住基データベースにアクセスして前記有
権者確認を行う投票者確認ステップと、
　前記投票者確認ステップにより前記ユーザがユーザ本人であり有権者であることが確認
されたときに前記投票手続き情報を生成して前記施設端末へ送信する手続き情報生成ステ
ップと、
　前記手続き情報生成ステップにより生成された前記投票手続き情報が入力されたときに
前記携帯端末からの投票内容の入力を受け付ける投票受付ステップと、
　を有することを特徴とする請求項１０に記載の電子投票方法。
【請求項１２】
　前記選挙管理サーバ端末において、前記携帯端末から個人識別情報及び公共施設情報を
受信し、
　前記投票者確認ステップは、受信した前記個人識別情報と前記ユーザデータベースに格
納された前記ユーザ情報とを参照して前記ユーザ本人確認を行い、前記ユーザ本人確認で
得られた前記ユーザ情報と前記住基データベースに格納された前記住民基本台帳情報とを
参照して前記有権者確認を行い、
　前記手続き情報生成ステップは、受信した前記公共施設情報に対応する前記施設端末へ
前記投票手続き情報を送信することを特徴とする請求項９に記載の電子投票方法。
【請求項１３】
　前記投票受付ステップは、前記手続き情報ステップにより生成された前記投票手続き情
報の未入力状態が所定時間経過したときに該経過以後の投票内容の入力を受け付けないこ
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とを特徴とする請求項１１又は１２に記載の電子投票方法。
【請求項１４】
　前記投票者確認ステップは、通信事業者が管理する前記ユーザデータベース及び住民基
本台帳ネットワークシステムにおける前記住基データベースにアクセスすることを特徴と
する請求項１１から１３のいずれか１項に記載の電子投票方法。
【請求項１５】
　ネットワークへ接続して通信を行う機能を有する携帯端末と、選挙における投票の管理
を行う機能を有する選挙管理サーバ端末と、前記選挙管理サーバとネットワーク接続され
公共施設に設置された施設端末と、から構成される電子投票システムにおけるプログラム
であって、
　コンピュータに、
　有権者であるユーザに操作された前記携帯端末からのアクセスを受けてユーザ本人確認
及び有権者確認を行い、投票に必要な投票手続き情報を生成して前記施設端末へ送信し、
前記携帯端末により該投票手続き情報を用いて行われた投票を受け付ける選挙管理サーバ
端末としての機能を実現させることを特徴とするプログラム。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　前記携帯端末のユーザ情報が格納されたユーザデータベースにアクセスして前記ユーザ
本人確認を行い、住民基本台帳情報が格納された住基データベースにアクセスして前記有
権者確認を行う投票者確認機能と、
　前記投票者確認機能により前記ユーザがユーザ本人であり有権者であることが確認され
たときに前記投票手続き情報を生成して前記施設端末へ送信する手続き情報生成機能と、
　前記手続き情報生成機能により生成された前記投票手続き情報が入力されたときに前記
携帯端末からの投票内容の入力を受け付ける投票受付機能と、
　を実現させることを特徴とする請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記投票者確認機能は、コンピュータに、前記携帯端末から受信した個人識別情報と前
記ユーザデータベースに格納された前記ユーザ情報とを参照して前記ユーザ本人確認を行
わせ、前記ユーザ本人確認で得られた前記ユーザ情報と前記住基データベースに格納され
た前記住民基本台帳情報とを参照して前記有権者確認を行わせ、
　前記手続き情報生成機能は、コンピュータに、前記携帯端末から受信した公共施設情報
に対応する前記施設端末へ前記投票手続き情報を送信させることを特徴とする請求項１６
に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記投票受付機能は、コンピュータに、前記手続き情報機能により生成された前記投票
手続き情報の未入力状態が所定時間経過したときに該経過以後の投票内容の入力を受け付
けさせないことを特徴とする請求項１６又は１７に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記投票者確認機能は、コンピュータに、通信事業者が管理する前記ユーザデータベー
ス及び住民基本台帳ネットワークシステムにおける前記住基データベースにアクセスさせ
ることを特徴とする請求項１６から１８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項２０】
　請求項１５から１９のいずれか１項に記載のプログラムを記録しコンピュータ読み取り
可能なことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子投票システム、選挙管理サーバ端末、電子投票方法、プログラム、及び
記録媒体に関し、特に、携帯電話機を用いた選挙の投票に適用される技術に関するもので
ある。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員等
の選挙では、有権者は、選挙管理団体からの届いた選挙通知を持参して投票所へ足を運び
、その投票所で選挙通知を提出して選挙人名簿との参照から有権者である確認を受け、投
票用紙を受け取って所望の候補者へ投票していた。
【０００３】
　また、選挙の投票は一般的に土日や祝日に行われることが多く、出張や旅行を計画して
いる場合には投票日に投票することができないため、このような場合に投票日前の所定期
間に事前の投票を行う不在者投票制度が利用されている。この不在者投票は、通常、平日
に指定の投票所へ出向く必要があり、しかも投票を受け付けている時間帯が限られている
ことから、出勤時や帰宅時に投票するのが困難という不便さがある。
【０００４】
　このように、従来の選挙投票システムでは、図６に示すように、有権者１は、住民票が
ある市町村の指定投票所へ直接出向きその場で投票を行い、投票日に投票ができない場合
は、不在者投票として別に設けられた日程で指定された時間内に直接指定の投票所に行っ
て投票する必要があり、いずれの場合にも住民票のある市町村の指定投票所へ足を運ばな
ければならないのが実情である。
【０００５】
　ところで、例えば特許文献１では、特定の場所で集計される選挙投票を、インターネッ
ト網等の通信回線経由で投票者端末を介して対話することで、投票者が時間及び場所の制
約なく投票でき、正確な投票結果を得ることができるネットワーク型選挙の投票方法が開
示されている。また、例えば特許文献２では、投票所に出かけることなく投票を行うこと
ができ、投票結果を不正やミスなく迅速に集計できる選挙管理サーバが提案されている。
当該選挙管理サーバは、有権者端末から入力された投票者番号及び個人情報番号に基づい
て有権者確認を行い、確認後に投票を受け付け集計し、集計された選挙結果データを有権
者端末へ通知する。
【０００６】
　また、例えば特許文献３では、有権者が投票所へ赴くことなく、選挙管理者が人手によ
る開票を行う必要なく、成り済まし等の不正な投票を防止する電子投票システムが開示さ
れている。当該電子投票システムでは、サーバ装置が有権者の住民基本台帳番号情報とサ
ーバ装置へのアクセス用パスワードとを関連付けて記憶し、該パスワードでアクセスのあ
った有権者を認証し投票可能な状態にしている。また、例えば特許文献４では、携帯電話
機のメール機能を利用した電子投票方法が提案されている。当該電子投票方法では、選挙
システムが携帯電話機のメールアドレスへ投票内容、投票ＩＤ、パスワード等が記入され
たメールを送信し、返送されたメールに基づいて投票の集計を行っている。
【特許文献１】特開２００２－１８３３６６号公報
【特許文献２】特開２００３－６３７１号公報
【特許文献３】特開２００５－５６１５２号公報
【特許文献４】特開２００５－１０７６８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１の投票方法や特許文献４の電子投票方法は、投票者が時間や場所の制約なく
投票でき、正確な投票結果を得ることができるものではあるが、投票の公正性を確保する
観点が欠如している。また、特許文献２の選挙管理サーバや特許文献３の電子投票システ
ムは、有権者がどこでも投票できる便宜性を得ることができ、アクセス用パスワード等を
用いた有権者確認を行うことで不正な投票を防止しようとするものではあるが、投票の公
正性の実効的な担保には、投票が有権者本人の意思により行われたことを保障する環境が
必要である。
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【０００８】
　そこで、本発明は、有権者在住の指定投票所まで出向くことなく在住地域外の場所から
でも選挙投票を行うことができ、かつ、選挙投票の公正性を実効的に担保することができ
る電子投票システム等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる目的を達成するために、本発明は、ネットワークへ接続して通信を行う機能を有
する携帯端末と、選挙における投票の管理を行う機能を有する選挙管理サーバ端末と、選
挙管理サーバとネットワーク接続され公共施設に設置された施設端末と、から構成される
電子投票システムであって、選挙管理サーバ端末が、有権者であるユーザに操作された携
帯端末からのアクセスを受けてユーザ本人確認及び有権者確認を行い、投票に必要な投票
手続き情報を生成して施設端末へ送信し、携帯端末により該投票手続き情報を用いて行わ
れた投票を受け付けることを特徴とする電子投票システムである。
【００１０】
　具体的には、該電子投票システムにおいて、選挙管理サーバ端末は、携帯端末のユーザ
情報が格納されたユーザデータベースにアクセスしてユーザ本人確認を行い、住民基本台
帳情報が格納された住基データベースにアクセスして有権者確認を行う投票者確認手段と
、投票者確認手段によりユーザがユーザ本人であり有権者であることが確認されたときに
投票手続き情報を生成して施設端末へ送信する手続き情報生成手段と、手続き情報生成手
段により生成された投票手続き情報が入力されたときに携帯端末からの投票内容の入力を
受け付ける投票受付手段と、を有するものである。
【００１１】
　本発明は、携帯電話機等の携帯端末を用いて、全国あるいは世界中から選挙投票を行え
るようにするもので、住民票のない地域からでも、有権者は、ある指定の公共施設で所定
の手続きを行うことによって携帯端末からの投票が可能になる。また、携帯端末による投
票となるため、全国各地の公共施設に選挙用端末を何台も常備しておく必要がない。通常
は、住民票のある市町村のある指定された投票所でしか投票することができないが、世界
・全国各地域に存在するある指定の公共機関に出向き、携帯端末の持ち主であること（ユ
ーザ本人確認）、及び選挙地域の有権者であること（有権者確認）の確認を行ったうえで
、選挙管理システム（選挙管理サーバ端末）へアクセスすることにより、住民票のない市
町村からでも選挙投票を行うことが可能になる。
【００１２】
　また、他の態様として、本発明は、ネットワークへ接続して通信を行う機能を有する携
帯端末と、選挙における投票の管理を行う機能を有する選挙管理サーバ端末と、選挙管理
サーバとネットワーク接続され公共施設に設置された施設端末と、から構成される電子投
票システムにおける選挙管理サーバ端末であって、携帯端末のユーザ情報が格納されたユ
ーザデータベースにアクセスしてユーザ本人確認を行い、住民基本台帳情報が格納された
住基データベースにアクセスして有権者確認を行う投票者確認手段と、投票者確認手段に
よりユーザがユーザ本人であり有権者であることが確認されたときに投票手続き情報を生
成して施設端末へ送信する手続き情報生成手段と、手続き情報生成手段により生成された
投票手続き情報が入力されたときに携帯端末からの投票内容の入力を受け付ける投票受付
手段と、を有することを特徴とする選挙管理サーバ端末であってもよい。
【００１３】
　また、他の態様として、本発明は、ネットワークへ接続して通信を行う機能を有する携
帯端末と、選挙における投票の管理を行う機能を有する選挙管理サーバ端末と、選挙管理
サーバとネットワーク接続され公共施設に設置された施設端末と、から構成される電子投
票システムにおける電子投票方法であって、選挙管理サーバ端末において、有権者である
ユーザに操作された携帯端末からのアクセスを受けてユーザ本人確認及び有権者確認を行
い、投票に必要な投票手続き情報を生成して施設端末へ送信し、前記携帯端末により該投
票手続き情報を用いて行われた投票を受け付けることを特徴とする電子投票方法であって
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もよい。具体的には、選挙管理サーバ端末において、携帯端末のユーザ情報が格納された
ユーザデータベースにアクセスしてユーザ本人確認を行い、住民基本台帳情報が格納され
た住基データベースにアクセスして有権者確認を行う投票者確認ステップと、投票者確認
ステップによりユーザがユーザ本人であり有権者であることが確認されたときに投票手続
き情報を生成して施設端末へ送信する手続き情報生成ステップと、手続き情報生成ステッ
プにより生成された投票手続き情報が入力されたときに携帯端末からの投票内容の入力を
受け付ける投票受付ステップと、を有するものである。
【００１４】
　また、他の態様として、本発明は、ネットワークへ接続して通信を行う機能を有する携
帯端末と、選挙における投票の管理を行う機能を有する選挙管理サーバ端末と、選挙管理
サーバとネットワーク接続され公共施設に設置された施設端末と、から構成される電子投
票システムにおけるプログラムであって、コンピュータに、有権者であるユーザに操作さ
れた携帯端末からのアクセスを受けてユーザ本人確認及び有権者確認を行い、投票に必要
な投票手続き情報を生成して施設端末へ送信し、携帯端末により該投票手続き情報を用い
て行われた投票を受け付ける選挙管理サーバ端末としての機能を実現させることを特徴と
するプログラムであってもよい。具体的には、コンピュータに、携帯端末のユーザ情報が
格納されたユーザデータベースにアクセスしてユーザ本人確認を行い、住民基本台帳情報
が格納された住基データベースにアクセスして前記有権者確認を行う投票者確認機能と、
投票者確認機能によりユーザがユーザ本人であり有権者であることが確認されたときに投
票手続き情報を生成して施設端末へ送信する手続き情報生成機能と、手続き情報生成機能
により生成された投票手続き情報が入力されたときに携帯端末からの投票内容の入力を受
け付ける投票受付機能と、を実現させるものである。
【００１５】
　また、他の態様として、本発明は、上記プログラムを記録しコンピュータ読み取り可能
なことを特徴とする記録媒体であってもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のよれば、有権者在住の指定投票所まで出向くことなく在住地域外の場所からで
も選挙投票を行うことができ、かつ、選挙投票の公正性を実効的に担保することができる
電子投票システム等が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
【００１８】
［実施形態１］
　本実施形態は、有権者自身が住民票のない市町村あるいは国外から携帯電話機を用いて
選挙投票を行うものである。図１に示すように、有権者１は、住民票のある市町村にある
指定投票所で直接投票できることはもちろんのこと、住民票のない市町村あるいは国外か
らでも携帯電話機による通信機能を用いて、選挙投票を行う。携帯電話機によって送信さ
れた投票情報は、各市町村又はシステム管理者によって一括管理されている選挙管理サー
バによって受信され、投票受付完了となる。ただし、選挙投票における不正行為を防止す
るため、所定の手続きや確認を行う。
【００１９】
　図２は、本発明の実施形態における電子投票システムの構成を示した図である。当該電
子投票システムは、選挙管理サーバ１０と、携帯電話機２０と、住基データベース３１と
、ユーザデータベース４１と、施設端末５０とから構成され、これらはインターネット６
０を介して接続されている。
【００２０】
　選挙管理サーバ１０は、有権者の携帯電話機２０による投票を、住民票がある市町村に
おける投票として処理するもので、通信部１１、記憶部１２、制御部１３、確認部１４、
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生成部１５、及び受付部１６を有する。
【００２１】
　通信部１１は、通信機能を備え、インターネット６０等のネットワークと接続して他の
端末やデータベース等と通信する。記憶部１２は、有権者リストを記憶する。有権者リス
トは、ユーザデータベースから取得したユーザ情報と住基データベース３１とが照合され
て生成された有権者のデータであり、該データは投票結果（投票した事実、投票内容（政
党、候補者等）等）とともに保持される。制御部１３は、所定の制御プログラムに従って
選挙管理サーバ１０の各部の動作を制御する。
【００２２】
　確認部１４は、携帯電話機２０から入力された個人認証情報（携帯暗証番号、指紋認証
情報等）に基づいて電話会社システム４０のユーザデータベース４１へ通信部１１を通じ
てアクセスし、携帯電話機２０のユーザ本人であるか否かの確認（ユーザ本人確認）を行
う。なお、個人認証情報は、指紋認証情報以外の生体情報、例えば、声紋認証情報、網膜
認証情報、静脈認証情報等を用いてもよい。また、確認部１４は、ユーザ本人確認の結果
を受け、住基システム３０の住基データベース３１へ通信部１１を介してアクセスし、携
帯電話機２０のユーザが住民票のある市町村の住民であり有権者たる資格を有しているか
否かの確認（有権者確認）を行う。
【００２３】
　生成部１５は、確認部１４のユーザ本人確認及び有権者確認の結果を受けて、ユーザが
携帯電話による投票を行うために必要な投票手続き情報（投票用暗証番号１００）を生成
する。生成された投票用暗証番号１００は通信部１００により施設端末５０へ送信される
。
【００２４】
　受付部１６は、携帯電話機２０から投票用暗証番号１００の入力があったときのみ、有
権者であるユーザの投票の入力を受け付ける。受け付けた投票内容は記憶部１２へ保持す
る。
【００２５】
　携帯電話機２０は、有権者たるユーザが住民票のない市町村又は国外で選挙地域におけ
る投票を行うために必要なもので、操作部２１、制御部２２、通信部２３、記憶部２４を
有する。
【００２６】
　操作部２１は、入力装置や表示装置等からなり、ネットワークから受信したデータ内容
や機器状態の情報等を表示し、必要なデータを入力する。制御部２２は、所定の制御プロ
グラムに従って携帯電話機２０の各部の動作を制御する。通信部２３は、通信機能を備え
、インターネット６０等のネットワークと接続して他の端末等と通信を行う。記憶部２４
は、電話帳データや、静止画や動画等の画像データ、ゲーム等のアプリケーションデータ
のほか、携帯暗証番号や生体情報等を保持する。
【００２７】
　住基データベース３１は、住基システム３０において管理され、インターネット６０を
介して他の端末からアクセスされる。ユーザデータベース４１は、電話会社システム４０
において管理され、インターネット６０を介して他の端末からアクセスされる。施設端末
５０は、全国又は国外の指定公共施設に設置され、通信機能を有している。
【００２８】
　図３は、本実施形態において、携帯電話機を用いた投票の具体的な手続きや確認の流れ
を説明するための図である。
【００２９】
　まず、有権者１は、携帯電話機の通信機能を利用して選挙管理サーバ１０にアクセスし
、ユーザ本人確認及び有権者確認を行う（図３（１））。先に述べたように、ユーザ本人
確認は、電話会社システム４０に登録されている携帯暗証番号や指紋認証データ等を用い
、有権者確認は、住基システム３０で管理されている選挙区内の住民基本台帳との照合を
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行うことで実現可能となる。住民基本台帳との照合を可能にするために、携帯電話を契約
又は契約更新した際に、住民票を更新するか、若しくは、住民票データを携帯電話契約会
社に登録しておいてもよい。
【００３０】
　上記確認の完了後、選挙管理サーバ１０における投票作業に移るわけだが、この投票が
脅迫によるものである等本人の意思とは異なるものであってはならない。これを回避する
ため、本人意思により投票していることを公共施設のスタッフが確認できる環境を構築す
る必要がある。そこで、投票に必要な投票手続き情報を一旦公共施設へ送り、施設スタッ
フが有権者に該情報を渡してその場で有権者に投票を行わせることとする。なお、公共施
設としては、役所、公民館、図書館等のほか、例えばコンビニエンスストア等、日常手軽
に利用できる施設であっても構わない。
【００３１】
　すなわち、選挙管理サーバ１０は、携帯電話機ユーザ本人であること及び選挙区内の有
権者であることが確認できたとき、投票用暗証番号１００を発行して（図３（２））施設
端末５０へ送信し（図３（３））、施設スタッフ２が施設端末５０から投票用暗証番号を
取得して（図３（４））有権者１へ引き渡す（図３（５））。有権者１は、公共施設内で
施設スタッフ２の監視のもと（図３（６））、携帯電話機を用いて投票用暗証番号を入力
し選挙投票を行う（図３（７））。なお、公共施設内での投票が必要となるため、投票用
暗証番号１００の有効期間を数分と定めるようにしてもよい。また、有権者が存在してい
る場所は、ＧＰＳ（Global Positioning System）による位置情報を利用したり、指定公
共施設をシステムログイン時に入力させたりすることで確認できる。
【００３２】
　このように投票を実行し、選挙管理サーバ１０が投票内容を受信登録した時点で、投票
が完了となる。この際、有権者１に投票内容登録が完了したことをメール等で通知するよ
うにしてもよい。
【００３３】
　図４は、本実施形態における携帯電話機による投票処理の流れを示したフローチャート
である。
【００３４】
　まず、住民票のない市町村又は国外に存在している有権者は、指定された公共施設に出
向き、携帯電話機から選挙投票サイトに接続する（ステップＳ１、ステップＳ２）。続い
て、選挙管理サイトに接続後、はじめに携帯電話機の持ち主（ユーザ）であることを確認
するための個人識別情報（携帯暗証番号、指紋認証等）を入力する（ステップＳ３）。
【００３５】
　そして、選挙管理サーバは、入力された個人識別情報と電話会社システムのユーザデー
タベース内の個人識別情報との照合を行い、ユーザ本人確認を行う（ステップＳ４）。こ
の時点で照合されず本人確認が失敗した場合（ステップＳ５／ＮＯ）は、再入力要求し、
さらに数回の入力ミスを生じた場合には接続切断する等の処理を行う（ステップＳ７）。
他方、照合され本人確認が成功した場合（ステップＳ５／ＹＥＳ）には、選挙管理システ
ムにログイン可能となる（ステップＳ６）。
【００３６】
　次に、携帯投票を行おうとしているユーザが選挙区の有権者であることを確認するため
、携帯電話機により希望する選挙区を選択し入力する（ステップＳ８）。
【００３７】
　そして、選挙管理サーバは、ユーザ本人確認で照合されたユーザデータと住基システム
の住基データベース内の住宅基本台帳との照合を行い、有権者確認を行う（ステップＳ９
）。なお、有権者確認は、電話会社システムにおいて自動的に実行するように構成しても
よい。この時点で照合されず有権者確認が失敗した場合（ステップＳ１０／ＮＯ）は、再
入力要求し、さらに数回の入力ミスを生じた場合には接続切断する等の処理を行う（ステ
ップＳ１２）。他方、照合され有権者確認が成功した場合（ステップＳ１０／ＹＥＳ）は
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、自動的に選挙管理サーバから投票用暗証番号が発行され、投票をしようとしている有権
者がいる公共施設の施設端末宛に投票用暗証番号が送信される（ステップＳ１１）。
【００３８】
　続いて、有権者は、携帯電話機により、国会議員選挙、都道府県知事選挙等の選挙名、
候補者名を選択し入力する（ステップＳ１３、ステップＳ１４）。次いで、公共施設のス
タッフから投票用暗証番号を受け取って入力する（ステップＳ１５、ステップＳ１６）。
【００３９】
　そして、選挙管理サーバは、入力された投票用暗証番号と発行した投票用暗証番号とを
照合し（ステップＳ１７）、この時点で投票用暗証番号が数回に渡って照合されなかった
り、発行後所定時間内に投票が行われず無効となったりして照合に失敗した場合（ステッ
プＳ１８／ＮＯ）には、その投票自体を無効と判断し、接続切断等の処理を行う（ステッ
プＳ２０）。他方、投票用暗証番号の照合に成功した場合は、携帯電話機による選挙名や
候補者名等の投票内容の入力を受け付けて終了となる（ステップＳ１９）。
【００４０】
　なお、投票受付処理の後に、投票内容が登録されたことをユーザが確認できるように、
メール等により登録完了の通知サービスを行うように構成してもよい。
【００４１】
［実施形態２］
　本実施形態は、指定投票所又は指定公共施設までの移動が困難なとき有権者が在宅投票
を行う場合で、有権者本人が携帯電話機により投票を行うものである。図５に示すように
、指定投票所若しくは指定公共施設までの移動が困難な状態にある有権者１は、在宅投票
を希望することの事前登録手続き１１０を行い、選挙管理サーバ１０に対して携帯電話機
による投票を行い、住民票にある市町村における投票として処理する。ただし、上記在宅
投票では、指定公共施設等での投票と異なり、本人意思での投票であることを証明するこ
とが難しい。そこで、セキュリティ面をより強化するために、ＴＶ電話を利用したタイム
リーな投票場面を投票受付側で確認できるようにしてもよい。
【００４２】
［実施形態３］
　本実施形態は、指定投票所又は指定公共施設までの移動が困難なとき有権者が在宅投票
を行う場合で、さらに有権者本人が携帯電話機を操作することができず他の者の操作によ
り投票を行うものである。図６に示すように、指定投票所若しくは指定公共施設までの移
動が困難で自分で投票手続きをとれない有権者１は、在宅投票及び代理人による投票を希
望することの事前登録手続き１２０を行い、有権者の代理人５が有権者１の携帯電話機を
操作して投票を行い、投票を受け付けた選挙管理サーバ１０が住民票にある市町村におけ
る投票として処理する。なお、事前登録手続きでは、代理人証明書等の証明書面を提出す
ることによりセキュリティ強化を図ることができる。また、本人意思の確認については、
実施形態２と同様にＴＶ電話等を用いることができる。
【００４３】
　上述してきた実施形態によれば、以下に記載する効果を奏する。第１の効果は、住民票
のない市町村又は国外からでも選挙投票を行うことができるようになることである。第２
の効果は、携帯電話の通信機能を用いた投票であるため、高価な選挙用の専用端末を全国
・世界に設置する必要がないことである。第３の効果は、携帯電話による投票ができるた
め、有権者の行動予定に支障をきたすことがなく、投票率向上への効果も期待できること
である。第４の効果は、本人意思に反した投票とならないような方法をとることで、携帯
電話による見えない投票を生じさせないことである。
【００４４】
　なお、上述する実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、上記実施形態のみに本発
明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を
施した形態での実施が可能である。
【００４５】
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　すなわち、上記した実施形態の選挙管理サーバは、プログラムの命令によりコンピュー
タで実行される処理、手段、機能によって動作する。当該プログラムは、コンピュータの
各構成要素に指令を送り、先に述べたような所定の処理や機能、例えば、確認部１４によ
り、携帯電話機２０からの個人識別情報とユーザデータベース４１内の個人識別情報と住
基データベース３１内の住宅基本台帳とに基づいてユーザ本人確認及び有権者確認を行い
、生成部１５により、投票用暗証番号１００を生成して施設端末５０へ送信し、受付部１
６により、投票用暗証番号１００とともに入力された投票を受け付ける処理を行う。この
ように、上記実施形態の選挙管理サーバにおける各処理や手段は、プログラムとコンピュ
ータとが協働した具体的手段によって実現されるものである。
【００４６】
　そして、上記実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録したコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体、すなわち記憶メディアを介して、選挙管理サーバの
コンピュータ（ＣＰＵ）が記憶メディアに格納されたプログラムコードを読み出し実行す
ることによっても、本発明の目的は達成される。
【００４７】
　また、プログラムは、記録メディアを介さず、通信回線を通じて直接にコンピュータに
ロードし実行することもでき、これによっても同様に本発明の目的は達成される。この場
合、記憶メディアから読み出された又は通信回線を通じてロードし実行されたプログラム
コード自体が前述の実施形態の機能を実現することになる。そして、そのプログラムコー
ドを記憶した記憶メディアは本発明を構成する。
【００４８】
　また、プログラムコードを供給するための記憶メディアとしては、例えば、フロッピー
（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、
ＣＤ－Ｒ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、磁気テープ等を用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施形態に係る電子投票システムを説明するための図である。
【図２】本発明の実施形態に係る電子投票システムの構成を示した図である。
【図３】本発明の実施形態における携帯電話機による投票に必要な手続きの流れを説明す
るための図である。
【図４】本発明の実施形態における携帯電話機による投票処理の流れを示したフローチャ
ートである。
【図５】本発明の実施形態に係る電子投票システムを説明するための図である。
【図６】本発明の実施形態に係る電子投票システムを説明するための図である。
【図７】従来の選挙システムを説明するための図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　有権者
　２　　施設スタッフ
　５　　有権者の代理人
　１０　　選挙管理サーバ
　１１，２３　　通信部
　１２，２４　　記憶部
　１３，２２　　制御部
　１４　　確認部
　１５　　生成部
　１６　　受付部
　２０　　携帯電話機
　２１　　操作部
　３０　　住基システム
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　３１　　住基データベース
　４０　　電話会社システム
　４１　　ユーザデータベース
　５０　　施設端末
　６０　　インターネット
　１００　　投票用暗証番号
　１１０，１２０　　事前登録手続き

【図１】

【図２】

【図３】
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